
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新図書館の組織・運営等  

(1)組織のあり方 
・県立図書館、市民図書館はそれぞれの役割と機能を果たしていく必要があり、県立図書館、市民図書

館の二つの組織を置き、役割分担を明確にしたうえで、両館が連携して業務を遂行する。 

(2)運営等 

 

・県と高知市が適切に業務分担と連携・協働を図りながら、運営を行う。 

・人材育成を重視し、研修・研究活動の充実を図り活性化させる。 

・直接窓口サービスは、責任の所在を明確にしたうえで、両館の職員等で連携・協力して行う。 

・県全体に関わるもの、特に県内市町村支援については、県立図書館が行う。 

・資料の直接貸出しと高知市内全域の図書館サービス・システムの充実・発展については、市民図書館

が行う。 

・図書館専門家等による多様な観点からの評価を定期的に行う。 

・両館の連携を強化するため、両館長、図書館専門家等で構成する調整機関を置く。 

(３)組織・運営の

基本的事項 

 

ア 直営の堅持 ・図書館の根幹に関わる業務は直営を堅持し、指定管理者制度は導入しない。 

イ 専門職の確保 

・図書館の専門的な業務に携わる職員は、司書を中心とした職員構成を基本と

する。 

・県立図書館は、職員に占める司書の割合を高める。市民図書館は、専門職制

度を導入するとともに、職員に占める司書の割合を高める。 

・司書には、新しい図書館サービスを構想・企画する力が求められるため、専

門分野を持ちつつ、広い視野で業務に携わることができる司書を計画的に育成

する。また、情報技術や課題解決支援サービス等の専門領域に強い人材育成に、

開館前から計画的に取り組む。 

ウ 県市の体制 

・両館の果たすべき役割と機能、責任の所在、命令権者、業務分担を明らかに

した体制づくりを行う。 

・利用者数や提供サービスなどに応じた適正な職員配置に努める。 

エ 館長の役割 

・新図書館は二人館長制となるため、役割分担と意思決定の仕組みを事前に調

整する。 

・新しい図書館づくりを進め、円滑な運営を行っていくうえで、重要な役割を

担う両館長には、責任ある図書館運営に必要な権限を持たせる。 

オ 協定書の締結 

・県立図書館、市民図書館の役割と機能、運営方針や運営体制、人員配置計画、

責任区分などの新図書館の運営に関わる基本方針について、県市で協定書を締

結する。 

カ 調整及び 

  点検・評価 

・運営に関する点検・評価のために第三者機関を置くとともに、調整機関や図

書館協議会で確認を行う。 

区  分 県立図書館 市民図書館(本館)  オーテピア高知図書館 

延床面積 3,896.17㎡ 3,740.80㎡ 17,763.57㎡ 約2.3倍 

開架冊数 約14万点 約13万2千点 約30万冊以上 約1.1倍 

収蔵能力 30万点 約24万点 約205万冊 約3.8倍 

閲覧席数 203席 148席 615席 約1.8倍 

区  分 県立図書館 市民図書館(本館)  オーテピア高知図書館（目標） 

入館者数(H26) 245,055人 375,103人 100万人 約1.8倍(ｵｰﾃﾋﾟｱ全体の入館者数) 

個人貸出点数(H26) 181,882点 338,010点 110万点 約2.1倍 

新体制（案）※調整中 

オーテピア高知図書館の組織・運営について 

【参考】新図書館等複合施設整備基本計画 ※H23.7（抜粋） 

【参考】新旧施設の比較 

主な業務内容 

１施設規模 

現行※H29.4.1 

主な業務内容 

２サービス指標 

専門企画員 次長 県立図書館長 

管理主幹 

副館長 

①県立図書館と高知市民図書館は、二つの組織で運営し、それぞれに館長を置く。（二人館長制） 
②役割と責任を明確にする。 
③共同実施する部門は県市の職員を配置する。 
④オーテピア高知図書館の方針・方向性の決定等のため、両館長を含む館内の運営協議会を設置する。 
⑤両館の連携を強化するため、両館長、図書館専門家等で構成する調整機関を置く。 

アドバイザー 

県立図書館長 

総務 ・総務 

企画調整 

・調整・管理・運営 
・事業企画・広報 
（※課題解決サービスの企画・広報） 
・システム管理・運営 

情報資料管理 
・資料管理 
・郷土資料 

資料管理 
・資料整理（※分館・分室を含む） 
・郷土資料 

図書利用 
・窓口サービス 
（※課題解決支援サービス） 

 

 

 
 
・総務・企画（※分館・分室を含む） 
・分館・分室運営 

 
総務 

・施設管理 
（※施設利用許可、駐車場運営、 

設備の保守 等） 

点線囲み内は、 

共同実施 

市民図書館長 

新図書館整備課 

情報資料 ・図書館資料の収集、整理及び郷土資料 

支援協力 
・市町村の図書館活動の支援 
・移動図書館 

利用サービス 
・図書館資料の利用 
・資料、情報の調査及び相談 

総務企画 
・総務 
・図書館の管理 

管理 
・総務 
・分館・分室の運営 
・移動図書館 

資料管理 
・図書館資料の収集、整理 
・特設文庫 

図書利用 
・図書館資料の利用 
・資料、情報の調査及び相談 

新図書館 
運営準備 

・新図書館運営準備 

専門企画員 次長 

 

・市町村等支援 

・課題解決支援サービス 
（※アウトリーチ専任司書、窓口支援） 

 

支援協力 

市民図書館長 副館長 

管理主幹 

２ 


